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令６中土佐監第１８号 

令和６年１１月２６日 

 

 中 土 佐 町 長  池田 洋光 様 

 中土佐町議会議長  中城 重則 様 

 

中土佐町監査委員  結城 善晴 

 

中土佐町監査委員  岡 伊三男 

 

 

令和６年度 定期監査結果報告書の提出について 

 

地方自治法第１９９条第４項の規定により、令和６年度の定期監査を実施したので、同条

第９項の規定により監査結果に関する報告書を提出する。 

 

 

 

定期監査報告書 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の対象 

令和６年４月１日から令和６年９月３０日までの上半期の各事業別の取り組み状

況及び予算の執行状況を公平性、公益性、効率性を主眼に監査を実施した。 

 

 ２ 監査の実施日 

     令和６年１１月２０日、２１日、２２日の３日間 

 

  ３ 実施した監査手続 

監査の対象となった事業の実施状況、予算の執行状況について各課等から   

提出された資料及び提示のあった関係書類等に基づき、通常実施すべき監査手続に

より実施した。 

 

第２ 監査の結果 

監査の結果、令和６年度上半期事業の実施状況については、概ね適正に執行されて

いるものと認められた。 
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１ 予算の執行状況 

一般会計歳入では調定額 5,273,392 千円に対する９月末現在の収入額は

3,495,198千円で収入率は 66.28％（前年度 68.62％ 前々年度 66.10％）となって

いる。歳出は予算額 7,912,052 千円に対して、支出済額 2,593,748 千円で執行率

32.78％（前年度 30.24％ 前々年度 30.69％）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰越 

 

 

 

 

 

 

（１）一般会計予算の執行状況（令和６年９月末現在） 

 ＜歳入＞  

科       目 調 定 額 収 入 額 収入率（％） 

1.町 税 478,524,009 298,810,145 62.50 

2.地 方 譲 与 税 34,693,000 34,693,000 100.00 

3.利 子 割 交 付 金 198,000 198,000 100.00 

4.配 当 割 交 付 金 471,000 471,000 100.00 

5.株式等譲渡所得割交付金 0 0 0.00 

6.法 人 事 業 税 交 付 金 4,424,000 4,424,000 100.00 

7.地 方 消 費 税 交 付 金 84,173,000 84,173,000 100.00 

8.環 境 性 能 割 交 付 金 1,019,000 1,019,000 100.00 

区     分 
令和５年度 令和６年度 

収入率 執行率 収入率 執行率 

一 般 会 計 68.62％ 30.24％ 66.28％ 32.78％ 

国民健康保険特別会計 81.59％ 37.50％ 77.56％ 33.73％ 

介 護 保 険 特 別 会 計 47.55％ 37.55％ 47.68％ 33.63％ 

後期高齢者医療特別会計 50.25％ 20.63％ 46.76％ 21.33％ 

簡 易 水 道 事 業 会 計 
水道事業収益 

28.80％ 

水道事業費用 

20.43％ 

水道事業収益 

31.56％ 

水道事業費用 

18.07％ 

農 業 集 落 排 水 事 業 
特 別 会 計 

67.00％ 26.90％ ― ― 

農 業 集 落 排 水 

事 業 会 計 
― ― 

農集事業収益 

61.86％ 

農集事業費用 

8.65％ 

区     分 
令和６年度 

科   目 
収入率 執行率 

一 般 会 計 43.30％ 12.47％ 
総務費、衛生費、農林水産業

費、商工費、土木費、消防費、

教育費、災害復旧費 
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9.地 方 特 例 交 付 金 20,709,000 20,709,000 100.00 

10.地 方 交 付 税 3,156,691,000 2,342,063,000 74.19 

11.交通安全対策特別交付金 0 0 0.00 

12.分 担 金 及 び 負 担 金 5,200,255 3,407,441 65.52 

13.使 用 料 及 び 手 数 料 65,729,849 28,235,652 42.95 

14.国 庫 支 出 金 582,213,700 101,614,250 17.45 

15.県 支 出 金 262,038,844 38,382,835 14.64 

16.財 産 収 入 14,637,968 7,718,773 52.73 

17.寄 付 金 21,841,600 21,119,000 96.69 

18.繰 入 金 292,627,000 292,627,000 100.00 

19.繰 越 金 197,556,769 197,556,769 100.00 

20.諸 収 入 50,644,904 17,976,580 35.49 

21.町 債   0 0 0.00 

歳   入   合   計 5,273,392,898 3,495,198,445 66.28 

 

＜歳出＞ 

科       目 予算現額 支出済額 執行率（％） 

1.議 会 費 72,631,000 36,060,621 49.64 

2.総 務 費 1,233,767,504 447,973,863 36.30 

3.民 生 費 1,507,240,000 502,570,236 33.34 

4.衛 生 費 419,330,000 138,809,727 33.10 

5.農 林 水 産 業 費 507,592,000 95,018,190 18.71 

6.商 工 費 104,454,000 36,536,935 34.97 

7.土 木 費 600,332,000 75,212,598 12.52 

8.消 防 費 659,939,000 170,048,466 25.76 

9.教 育 費 1,434,263,000 415,082,264 28.94 

10.災 害 復 旧 費 34,862,000 3,190,000 9.15 

11.公 債 費 1,333,223,000 673,245,805 50.49 

12.諸 支 出 金 1,000 0 0.00 

13.予 備 費 4,417,496 0 0.00 

歳   出   合   計 7,912,052,000 2,593,748,705 32.78 
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（２）一般会計予算[繰越明許費]の執行状況（令和６年９月末現在） 

＜歳入＞  

科       目 調 定 額 収 入 額 収入率（％） 

12.分 担 金 及 び 負 担 金 0 0 0 

14.国 庫 支 出 金 73,415,891 0 0 

15.県 支 出 金 10,600,000 9,341,000 88.12 

16.財 産 収 入 9,480,757 0 0 

19.繰 越 金 50,156,000 50,156,000 100.00 

20.諸 収 入 4,785,300 4,785,300 100.00 

21.町 債 0 0 0.00 

歳  入  合  計 148,437,948 64,282,300 43.30 

 

＜歳出＞ 

科       目 予算現額 支出済額 執行率（％） 

  2.総 務 費 79,792,000 26,657,668 33.40 

4.衛 生 費 21,100,000 0 0.00 

5.農 林 水 産 業 費 19,145,000 9,072,000 47.38 

6.商 工 費 8,000,000 105,000 1.31 

7.土 木 費 73,734,000 11,330,000 15.36 

8.消 防 費 1,600,000 1,565,300 97.83 

9.教 育 費 198,033,000 372,350 0.18 

10.災 害 復 旧 費 89,875,000 12,173,000 13.54 

歳  出  合  計 491,279,000 61,275,318 12.47 

 

 

 

（３）国民健康保険特別会計予算の執行状況（令和６年９月末現在） 

＜歳入＞                                           

科       目 調 定 額 収 入 額 収入率（％） 

1.国 民 健 康 保 険 税 142,447,360 52,996,869 37.20 

2.使 用 料 及 び 手 数 料 50,600 13,800 27.27 

3.県 支 出 金 304,944,935 294,000,935 96.41 

4.財 産 収 入 0 0 0.00 
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5.繰 入 金 0 0 0.00 

6.諸 収 入 275,644 274,272 99.50 

歳   入   合   計 447,718,539 347,285,876 77.56 

 

＜歳出＞ 

科       目 予算現額 支出済額 執行率（％） 

1.総 務 費 9,076,000 3,040,457 33.49 

2.保 険 給 付 費 787,580,000 287,681,664 36.52 

3.国民健康保険事業費納付金 229,427,000 57,368,898 25.00 

4.保 健 事 業 費 14,612,000 4,057,739 27.76 

5.基 金 積 立 金 40,000 0 0.00 

6.諸 支 出 金 1,052,000 325,500 30.94 

7.予 備 費  3,000,000 0 0.00 

歳 出 合 計 1,044,787,000 352,474,258 33.73 

 

 

 

（７）介護保険特別会計予算の執行状況（令和６年９月末現在） 

＜歳入＞                                           

科       目 調 定 額 収 入 額 収入率（％） 

1.保 険 料 185,520,900 92,320,900 49.76 

2.使 用 料 及 び 手 数 料 16,800 7,400 44.04 

3.国 庫 支 出 金 341,070,400 192,284,000 56.37 

4.支 払 基 金 交 付 金 384,246,010 159,916,000 41.61 

5.県 支 出 金 182,060,000 75,855,000 41.66 

6.財 産 収 入 58,422 58,422 100.00 

7.繰 入 金 0 0 0.00 

8.繰 越 金 80,900 80,900 100.00 

9.諸 収 入 1,347,920 1,347,920 100.00 

歳   入   合   計 1,094,401,352 521,870,542 47.68 
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＜歳出＞ 

科       目 予算現額 支出済額 執行率（％） 

1.総 務 費 15,213,000 6,092,129 40.04 

2.保 険 給 付 費 1,349,902,000 454,680,308 33.68 

3.地 域 支 援 事 業 費 43,562,000 10,896,313 25.01 

4.基 金 積 立 金 655,000 58,422 8.91 

5.諸 支 出 金 33,906,000 14,002,889 41.29 

6.予 備 費 1,000,000 0 0.00 

歳 出 合 計 1,444,238,000 485,730,061 33.63 

 

 

 

（８）後期高齢者医療特別会計予算の執行状況（令和６年９月末現在） 

＜歳入＞  

科       目 調 定 額 収 入 額 収入率（％） 

1.後期高齢者医療保険料 86,629,800 38,448,400 44.38 

2.使 用 料 及 び 手 数 料 400 200 50.00 

3.繰 入 金 0 0 0.00 

4.繰 越 金 3,887,249 3,887,249 100.00 

5.諸 収 入 4,200 0 0.00 

歳   入   合   計 90,521,649 42,335,849 46.76 

 

＜歳出＞ 

科       目 予算現額 支出済額 執行率（％） 

1.総 務 費 901,000 686,598 76.20 

2.後期高齢者医療広域連合納付金 145,200,000 30,564,100 21.04 

3.諸 支 出 金 210,000 4,200 2.00 

4.予 備 費 200,000 0 0.00 

歳 出 合 計 146,511,000 31,254,898 21.33 
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（４）簡易水道事業会計予算の執行状況（令和６年９月末現在） 

＜水道事業収益＞  

科       目 予算現額 執行額 執行率（％） 

1.営 業 収 益 80,889,000 43,025,988 53.19 

2.営 業 外 収 益 55,586,000 59,183 0.10 

3.特 別 利 益 20,000 0 0.00 

計 136,495,000 43,085,171 31.56 

 

＜水道事業費用＞ 

科       目 予算現額 執行額 執行率（％） 

1.営 業 費 用 124,821,000 19,711,283 15.79 

2.営 業 外 費 用 9,860,000 4,922,524 49.92 

3.特 別 損 失 50,000 81,950 163.90 

4.予 備 費 2,000,000 0 0.00 

計 136,731,000 24,715,757 18.07 

 

＜資本的収入＞  

科       目 予算現額 執行額 執行率（％） 

1.企 業 債 141,100,000 0 0.00 

計 141,100,000 0 0.00 

 

 

＜資本的支出＞ 

科       目 予算現額 執行額 執行率（％） 

1.建 設 改 良 費 144,253,000 2,914,140 2.02 

2.企 業 債 償 還 金 43,294,000 21,566,567 49.81 

計 187,547,000 24,480,707 13.05 

 

＜たな卸資産購入限度額＞ 

科       目 予算現額 執行額 執行率（％） 

1.たな卸資産購入限度額 2,000,000 0 0.00 

計 2,000,000 0 0.00 
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（５）簡易水道事業会計予算[繰越明許費]の執行状況（令和６年９月末現在） 

＜資本的収入＞  

科       目 予算現額 執行額 執行率（％） 

1.企 業 債 22,880,000 22,500,000 98.33 

計 22,880,000 22,500,000 98.33 

 

＜資本的支出＞ 

科       目 予算現額 執行額 執行率（％） 

1.建 設 改 良 費 22,880,000 22,561,000 98.60 

計 22,880,000 22,561,000 98.60 

 

（６）農業集落排水事業会計予算の執行状況（令和６年９月末現在） 

＜下水道事業収益＞ 

科       目 予算現額 執行額 執行率（％） 

1.営 業 収 益 9,272,000 6,115,861 65.96 

2.営 業 外 収 益 42,956,000 26,196,639 60.98 

計 52,228,000 32,312,500 61.86 

 

＜下水道事業費用＞ 

科       目 予算現額 執行額 執行率（％） 

1.営 業 費 用 48,701,000 3,258,268 6.69 

2.営 業 外 費 用 2,753,000 1,292,298 46.94 

3.特 別 損 失 688,000 6,204 0.90 

4.予 備 費 500,000 0 0.00 

計 52,642,000 4,556,770 8.65 

 

＜資本的収入＞  

科       目 予算現額 執行額 執行率（％） 

1.企 業 債 1,320,000 0 0.00 

2.他 会 計 出 資 金 1,629,000 0 0.00 

計 2,949,000 0 0.00 

 

 

 



9 

 

＜資本的支出＞ 

科       目 予算現額 執行額 執行率（％） 

1.建 設 改 良 費 500,000 0 0.00 

2.企 業 債 償 還 金 17,542,000 8,735,402 49.79 

計 18,042,000 8,735,402 48.41 

 

 

２ 監査意見 

（１）滞納について 

9 月末現在の滞納繰越分の収入未済額（督促手数料・基金運用分を除く）について、

一般会計は 49,558,201円、前年度同時期の収入未済額 50,833,996円に対して 1,275,795

円の減となっている。しかしながら、収入未済額には住宅使用料や土地貸付収入など、

滞納者が固定化されたものも見受けられる。特別会計は 8,057,467 円、前年度同時期の

収入未済額 6,658,274 円に対して 1,399,193 円の増となっている。町民に不公平感を抱

かれないよう法律に基づき、より一層の徴収強化に取り組んでもらいたい。 

 

（２）予算執行について  

 当初に計上された予算で未執行のものが見受けられた。補助事業等で交付決定される

まで執行できないものなど諸事情が発生するものもあるだろうが、事業推進の取り組み

が遅れたため事業効果に影響が及ぶこともある。また支出が必要であった予算が未執行

等に終わるような事があってはならないし、各事業は最大の効果を上げるため計画的に

推進しなければならない。担当職員は予算を詳細に積み上げ課等で十分精査し、予算計

上した段階で事業の全体を十分把握すると共に、進捗状況をしっかり勘案して事業を推

進し、各事業が計画に基づいた最大の効果が挙がるよう積極的に推進する必要がある。 

そして課等の管理職は各事業等の進捗状況等を注視しながら必要なときはしっかり指

導し、各事業が計画に基づいた最大の効果が挙がるように取り組んでほしい。 

 

（３）支出負担行為及び調定について 

 支出負担行為を行う時期は契約等で金額が確定したとき、また、調定については収入

額が確定したときである。 

しかしながら、依然として支出負担行為が起こされていないものや調定がなされてい

ないものが今回の監査でも散見された。このことは以前から指摘事項としている。事務

事業の執行においては、職員一人一人が中土佐町財務規則などに基づいて、適正な事務

を執行することはもちろんであるが、組織的なチェック機能が作用するよう引き続き体

制整備に努められたい。 


